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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素信号を出力する画素と、
　前記画素信号を第一のビット長のディジタル信号に変換する第一の変換を行う第一の変
換部と、
　前記画素信号から、前記第一のビット長のディジタル信号に相当するアナログ信号を減
算した結果のアナログ信号を、第二のビット長のディジタル信号に変換する第二の変換を
行う第二の変換部とを有し、
　前記第二の変換部は、
　　電流源と、
　　第一の容量とを有し、
　前記第一の変換の後、前記第一の容量に前記減算した結果のアナログ信号が充電され、
前記第一の容量に充電された前記アナログ信号と基準電圧の比較に基づき前記第二の変換
が行われ、
　前記第一の変換の後、前記第二の変換を開始するまでの期間に、前記電流源が供給する
電流により前記第一の容量を充電する期間は、前記第一の変換部の動作クロックの一周期
以上であることを特徴とする固体撮像装置。
【請求項２】
　前記第二の変換部は、さらに第二の容量を有し、
　前記第一の容量の充電後、前記電流源が供給する電流により前記第二の容量を充電する
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ことによって前記基準電圧が生成されることを特徴とする請求項1に記載された固体撮像
装置。
【請求項３】
　複数列に渡って配された、画素信号を出力する複数の画素と、
　前記複数列の各々に、それぞれが対応して設けられ、前記画素信号を第一のビット長の
ディジタル信号に変換する複数の第一の変換部と、
　前記複数の第一の変換部の各々に、それぞれが対応して設けられ、前記画素信号から、
前記第一のビット長のディジタル信号に相当するアナログ信号を減算した結果のアナログ
信号を、第二のビット長のディジタル信号に変換する複数の第二の変換部とを有し、
　前記複数の第二の変換部の各々は、
　　電流源と、
　　第一の容量と、
　　第二の容量と、
　　前記第一の容量に接続された第一の入力端子及び前記第二の容量に接続された第二の
入力端子を有する比較器とを有し、
　前記複数の第一の変換部と前記複数の第二の変換部の各々において、
　　前記第一の変換部による前記画素信号の変換後、前記電流源が供給する電流により前
記第一の容量を充電することによって、前記第二の変換部は、前記減算した結果のアナロ
グ信号を生成し、
　　前記第一の容量の充電後、前記電流源が供給する電流により前記第二の容量を充電す
ることによる基準電圧を前記第二の変換部が生成することで、前記複数の第二の変換部の
各々において前記基準電圧が生成され、
　　前記複数の第二の変換部の各々が、前記減算した結果のアナログ信号と、前記基準電
圧とを前記比較器で比較した結果に基づき当該アナログ信号を変換することを特徴とする
固体撮像装置。
【請求項４】
　前記第一の変換部による変換の後、前記第二の変換部による変換を開始するまでの期間
に、前記電流源が供給する電流により前記第一の容量を充電する期間は、前記電流源が供
給する電流により前記第二の容量を充電する期間よりも短いことを特徴とする請求項3に
記載された固体撮像装置。
【請求項５】
　前記第一の容量のキャパシタンスは、前記第二の容量のキャパシタンスよりも小さいこ
とを特徴とする請求項3に記載された固体撮像装置。
【請求項６】
　さらに、前記第一の容量を充電する期間に前記電流源が供給する電流値に対して、前記
第二の容量を充電する期間に前記電流源が供給する電流値を低減するように、前記電流源
を制御する制御部を有することを特徴とする請求項3に記載された固体撮像装置。
【請求項７】
　前記画素は、光電変換部と、前記光電変換部で生じた電荷に基づく画素信号を出力する
増幅トランジスタと、前記増幅トランジスタのゲート部をリセットするリセットトランジ
スタとを含み、
　前記固体撮像装置は、前記ゲート部をリセットしたリセットレベル、および、前記光電
変換部で生じた電荷に基づく信号レベルを読み出し、前記リセットレベルと前記信号レベ
ルを用いて相関二重サンプリング動作を行い、前記相関二重サンプリング動作において、
前記第一の容量と前記第二の容量にともに充電された充電量のオフセットを減算すること
を特徴とする請求項3から請求項6の何れか一項に記載された固体撮像装置。
【請求項８】
　さらに、前記第二の変換部による変換の後、前記画素信号から前記第一および第二のビ
ット長のディジタル信号に相当するアナログ信号を減算し、その減算結果のアナログ信号
を第三のビット長のディジタル信号に変換する第三の変換部を有することを特徴とした請



(3) JP 5979896 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

求項1から請求項7の何れか一項に記載された固体撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アナログディジタル変換装置を有する固体撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体撮像装置には、垂直信号線の出力に備えられた列並列型のアナログディジタル変換
装置（以下、ADC）を有するものがある。ADCには、シングルスロープを用いたカウンタラ
ンプ型のADCや、逐次比較型のADCが用いられる。
【０００３】
　特許文献1は、アナログ信号をnビットのディジタル信号に変換する際に二つのADCを用
いる発明を記載する。つまり、第一のADCにより上位mビットのアナログディジタル変換（
以下、AD変換）を行い、mビットのディジタル信号をディジタルアナログ変換（以下、DA
変換）する。そして、DA変換結果の信号値を減算したアナログ信号を第二のADCに入力し
て、下位n-mビットのAD変換を行う。
【０００４】
　つまり、特許文献1の技術は、nビットのAD変換を行う際に、ビット長mのAD変換を第一
のADCによって行い、ビット長n-mのAD変換を第二のADCによって行うことで、AD変換を分
離してAD変換に要する時間を短縮する。さらに、特許文献1の技術は、第二のADCのビット
長n-mビットに対応する電圧をキャパシタに充電することでサンプリングを行い、そのサ
ンプリングされた電圧にゲイン処理を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2007-243324号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献1の第二のADCには、列ごとに定電流源が設けられている。この定電流源の電流
がばらつけば、キャパシタの充電量（電荷量）がばらつき、変換誤差が発生する。つまり
、特許文献1における定電流源の電流のばらつきは、列ごとに異なる変換誤差を与え、列
ごとに異なる縦線状のノイズとして再現される。言い替えれば、定電流源の電流のばらつ
きは、固体撮像装置が出力する画像の画質悪化を招く。
【０００７】
　本発明は、電流源が供給する電流のばらつきを抑制し、アナログディジタル変換におけ
る変換誤差を低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、前記の目的を達成する一手段として、以下の構成を備える。
【０００９】
　本発明の１つの側面にかかる固体撮像装置は、画素信号を出力する画素と、前記画素信
号を第一のビット長のディジタル信号に変換する第一の変換を行う第一の変換部と、前記
画素信号から、前記第一のビット長のディジタル信号に相当するアナログ信号を減算した
結果のアナログ信号を、第二のビット長のディジタル信号に変換する第二の変換を行う第
二の変換部とを有し、前記第二の変換部は、電流源と、第一の容量とを有し、前記第一の
変換の後、前記第一の容量に前記減算した結果のアナログ信号が充電され、前記第一の容
量に充電された前記アナログ信号と基準電圧の比較に基づき前記第二の変換が行われ、前
記第一の変換の後、前記第二の変換を開始するまでの期間に、前記電流源が供給する電流
により前記第一の容量を充電する期間は、前記第一の変換部の動作クロックの一周期以上
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であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、電流源が供給する電流のばらつきを抑制し、アナログディジタル変換
における変換誤差を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例1のADCを有する固体撮像装置の回路構成例を説明するブロック図。
【図２】固体撮像装置の駆動方法を説明するタイミングチャート。
【図３】ステートマシンの構成例を説明するブロック図。
【図４】実施例2におけるステートマシンを構成例を説明するブロック図。
【図５】実施例2の固体撮像装置の駆動方法を説明するタイミングチャート。
【図６】実施例3のADCを有する固体撮像装置の回路構成例を説明するブロック図。
【図７】実施例3の固体撮像装置の駆動方法を説明するタイミングチャート。
【図８】変形例の固体撮像装置の駆動方法を説明するタイミングチャート。
【図９】実施例4のADCを有する固体撮像装置の回路構成例を説明するブロック図。
【図１０】実施例4の固体撮像装置の駆動方法を説明するのタイミングチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明にかかる実施例の説明に先立ち、特許文献1に示された構成で生じ得る、列ごと
の定電流源の電流がばらつく主な原因を説明する。トランジスタを電流源に用いた場合の
ドレイン電流Idは一般に下式で表される。
　　　　Id = μCox(W/L)(|VGS| - |VT|)2/2　　　…(1)
　　　　ここで、μは電子移動度、
　　　　　　　　Coxはゲート酸化膜厚、
　　　　　　　　Wはゲート幅、
　　　　　　　　Lはゲート長、
　　　　　　　　VGSはゲートソース間電圧、
　　　　　　　　VTは閾値電圧。
【００１３】
　各列のトランジスタの閾値電圧VTはばらつきをもつため、仮に他のパラメータがすべて
等しいとしても、トランジスタごとにドレイン電流Idはばらつくことになる。
【００１４】
　さらに、電流源に使用する場合、ゲートソース間電圧VGSを一定にする必要があるが、
実際には、ゲートソース間電圧VGSも一定にはならない。これは各列のトランジスタに同
じゲート電圧、ソース電圧を供給しようとしても、実際には、列ごとに異なる電圧が印加
されるからである。
【００１５】
　例えば200万画素のセンサの場合、列数は約2000列である。仮に、各列に5μAの定電流
を流したとすると、全列に流れる電流の和は10mAである。電流源をPMOSトランジスタ構成
する場合、ソース電圧は電源電圧になり、理想的には全列同じ電圧がソースに印加される
。各列のトランジスタのソースを接続する配線には配線抵抗が存在し、例えば、列の先端
と列の中央の間において電源配線の抵抗値が5Ωとする。この場合、列の先端と列の中央
では約50mVの電圧降下が発生する。一方、ゲートには電流が流れないためゲート電圧は電
圧降下せず、列の中央のゲートソース間電圧VGSは、列の先端のゲートソース間電圧VGSに
比べて50mV低下する。つまり、式(1)で示されるドレイン電流Idは、列の先端に比べて列
の中央で低下する。
【００１６】
　さらに、各列に流れているドレイン電流Idは電源配線の抵抗値による電圧降下によって
変動する。つまり、ドレイン電流が変化すれば、その都度、ソース電圧が変化して、ソー
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スゲート間電圧VGSの変動が発生する。
【００１７】
　特許文献1の技術において、定電流源は、静電容量の充電が終了するとオフ状態になる
。しかし、電流のオフタイミングは、第一のADCによる上位mビットのAD変換中のどのタイ
ミングになるかは列ごとに異なる。従って、一部の列の定電流源はオフ、他の列の定電流
源はオンという状態が発生する。
【００１８】
　例えば、全2000列の内、1000列の定電流源がオフし、残り1000列の定電流原がオンのま
まとすると、全列に流れるドレイン電流Idの総和は10mAから5mAに急変する。この結果、
前述した電源配線による降下電圧も急変する。つまり、特許文献1の技術において、静電
容量の充電が終了するタイミングt6の前後において、定電流源がオンのままの列のゲート
ソース間電圧VGSが増加し、タイミングt6以降、当該列の電流は増加する。
【００１９】
　先述したように、特許文献1の技術において、定電流源がオフになるタイミングは列ご
に異なり、また、撮影する被写体の輝度によって変化する。例えば一部が暗く一部が明る
い被写体を撮影する場合、暗い部分に対応する列の定電流源はすぐにオフになり、明るい
部分に対応する列の電流変化が発生し、画質を悪化させる。まして、他の列の受光輝度に
よりAD変換の変換誤差量が変化するため、画質に与える影響が大きく、その補正は難しい
。
【００２０】
　このような過度的な電源電圧の変動による電流変化は、各列に定電流源を配置する固体
撮像装置のデータ読出回路でとくに発生し易い問題である。また、被写体の輝度による各
列の定電流源のオフのタイミングに依存する点は、固体撮像装置のデータ読出回路に特有
の問題である。
【実施例１】
【００２１】
　以下、本発明にかかる実施例のアナログディジタル変換装置(ADC)を有する固体撮像装
置およびその駆動方法について図面を参照して詳細に説明する。
【００２２】
　なお、以下の説明においては、画素をNチャネルトランジスタで構成する例を説明する
。ただし、画素をPチャネルトランジスタで構成する場合も、Nチャネルトランジスタで構
成する場合に対してトランジスタに供給する電圧の極性を反転することにより、本発明を
適用することができる。
【００２３】
［回路構成］
　図1のブロック図により実施例1のADCを有する固体撮像装置の回路構成例を説明する。
【００２４】
　画素101は、光電変換により、入射光に基づくアナログ信号を生成する。なお、図1は二
行二列の画素101を有するエリアセンサの構成例を示している。
【００２５】
　画素101において、フォトダイオード(PD)102は、光電変換により入射光量を電荷量に変
換する光電変換部である。転送トランジスタ103のソースはPD102に、ゲートは転送制御線
132に、ドレインはフローティングディフージョン領域（以下、FD領域）104にそれぞれ電
気的に接続される。なお、FD領域104は、PD102から転送トランジスタ103を介して転送さ
れた電荷を保持する領域である。
【００２６】
　リセットトランジスタ105のソースはFD領域104に、ゲートはリセット制御線131に、ド
レインは電源電圧にそれぞれ電気的に接続される。増幅トランジスタ106のゲートはFD領
域104に、ドレインは電源電圧に、ソースはセレクトトランジスタ107のドレインにそれぞ
れ電気的に接続される。セレクトトランジスタ107のゲートはセレクト制御線133に、ソー
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スは垂直信号線108に、ドレインは増幅トランジスタ106のソースにそれぞれ電気的に接続
される。
【００２７】
　増幅トランジスタ106は、そのゲート部であるFD領域104に保持された電荷量に基づくア
ナログ信号を、セレクトトランジスタ107を介して垂直信号線108に増幅出力する。リセッ
ト制御線131、転送制御線132、および、セレクト制御線133はそれぞれ行選択部130に電気
的に接続される。
【００２８】
　負荷トランジスタ109は、そのドレインが垂直信号線108に電気的に接続され、垂直信号
線108に定電流を流す定電流源として動作する。負荷トランジスタ109のゲートとトランジ
スタ135のゲートは電気的に接続され、両トランジスタのソースはともにグランド電圧に
接続され、カレントミラー回路を形成する。トランジスタ135のゲートおよびドレインと
電源電圧の間には定電流源134が電気的に接続される。
【００２９】
　コンパレータ110の非反転入力端子（以下、＋端子）は垂直信号線108に、反転入力端子
（以下、－端子）は詳細を後述する第一ランプ基準電圧140にそれぞれ電気的に接続され
る。コンパレータ110は、＋端子の電圧V+と－端子の電圧V-を比較して、電圧V+が電圧V-
よりも高い（V+＞V-）場合、信号線120にハイレベルHの電圧を出力する。また、V+≦V-の
場合、信号線120にローレベルLの電圧を出力する。
【００３０】
　ステートマシン129は、詳細は後述するが、信号線120に電気的に接続してコンパレータ
110の出力を入力し、さらに制御パルス141と142を入力し、信号121、122、123を出力する
。なお、信号122と123は反転の関係にある。
【００３１】
　トランジスタ136のゲートとトランジスタ111のゲートは電気的に接続され、両トランジ
スタのソースはともに電源電圧に接続され、カレントミラー回路を形成する。トランジス
タ136のゲートおよびドレインとグランド電圧の間には定電流源137が電気的に接続される
。
【００３２】
　スイッチ112はゲートに入力される信号122によってオンオフし、スイッチ113はゲート
に入力される信号123によってオンオフし、スイッチ114はゲートに入力される信号121に
よってオンオフする。静電容量116は、スイッチ112とスイッチ114の接続点とグランド電
圧の間に電気的に接続された静電容量である。
【００３３】
　つまり、スイッチ112と113は、定電流源として動作するトランジスタ111のドレイン電
流の供給先を静電容量116にするか、グランド電位にするかの切替部である。また、スイ
ッチ114は、静電容量116に蓄えた電荷を放電するための機構である。つまり、静電容量11
6は、スイッチ114がオフの場合は電荷を蓄える（充電）か、蓄えた電荷を維持し、スイッ
チ114がオンの場合は蓄えた電荷をグランド電圧に放出（放電）する。
【００３４】
　なお、スイッチ113がオンの場合のトランジスタ111のドレイン電流の供給先はグランド
電圧に限らず、トランジスタ111のドレイン電流を放出することができればよい。つまり
、スイッチ113の出力側の接続先はグランド電圧に限らず、グランド電圧以外の固定電圧
などの基準電位でもよいし、抵抗素子を介してグランド電圧や固定電圧に接続されていて
も構わない。また、定電流源としてのトランジスタ111を一つのトランジスタとして記載
するが、例えばゲート接地回路を用いるとトランジスタ111のドレインソース間電圧VDSを
一定に保つことができ、より安定した電流を供給することができる。
【００３５】
　コンパレータ118の＋端子は詳細を後述する第二ランプ基準電圧154に、－端子はスイッ
チ112、スイッチ114と静電容量116の接続点にそれぞれ電気的に接続される。＋端子の電
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圧V+が－端子の電圧V-よりも高い（V+＞V-）場合、コンパレータ118は後述するカウンタ
回路151にハイレベルHの電圧を出力する。また、V+≦V-の場合、コンパレータ118はカウ
ンタ回路151にローレベルLの電圧を出力する。
【００３６】
　カウンタ150は、上位mビットのAD変換を行う第一の変換部(ADC)用のカウンタであり、
パルス信号152をクロックとして入力し、信号121によってカウントの停止が制御される。
つまり、第一のADCは、画素信号を第一のビット長のディジタル信号にAD変換する。
【００３７】
　カウンタ151は、下位n-mビットのAD変換を行う第二の変換部(ADC)用のカウンタであり
、パルス信号153をクロックとして入力し、コンパレータ118の出力によってカウントの停
止が制御される。つまり、第二のADCは、画素信号から第一のビット長のディジタル信号
に相当するアナログ信号を減算した結果のアナログ信号を第二のビット長のディジタル信
号にAD変換する。
【００３８】
　カウンタ150と151は、カウントのリセット制御やアップダウンカウントの切り替えなど
の動作を行う等の機能を有するが、本発明とは直接関係がないため、その詳細説明を省略
する。また、カウンタ150と151のカウント値を読み出すために、一般に水平走査回路など
を用いるが、その詳細説明を省略する。
【００３９】
［固体撮像装置の駆動方法］
　図2のタイミングチャートにより固体撮像装置の駆動方法を説明する。
【００４０】
　図2において、信号presはリセット制御線131に印加される信号を、信号ptxは転送制御
線132に印加される信号を、信号pselはセレクト制御線133に印加される信号をそれぞれ示
す。信号Vlineは垂直信号線108の電圧を、信号COMPO1はコンパレータ110の出力信号の電
圧を、信号COMPO2はコンパレータ118の出力信号の電圧をそれぞれ示す。信号VR1は第一基
準電圧140を、信号VR2は第二ランプ基準電圧154をそれぞれ示す。信号CLK1はパルス信号1
52を、信号CLK2はパルス信号153をそれぞれ示す。
【００４１】
　また、図1に示す制御パルス141、142は当該符号によって図2に示す。なお、制御パルス
141、142、および、パルス信号152、153（CLK1、CLK2）は、図示しないタイミング発生器
によって生成される。また、ステートマシン129によって生成される信号121、121、123も
当該符号によって図2に示す。
【００４２】
　図1において、ハイレベル（以下、Hレベル）のパルス信号がゲートに印加されたトラン
ジスタのソースとドレインの間が導通する（スイッチがオンになる）。一方、ローレベル
（以下、Lレベル）のパルス信号がゲートに印加されたトランジスタのソースとドレイン
の間は電気的に遮断される（スイッチがオフになる）。勿論、Lレベルのパルス信号がゲ
ートに印加されるとソースとドレインの間が導通するトランジスタを用いる場合、図2に
示すパルス信号のHレベルとLレベルを逆転することで同様の動作が得られる。
【００４３】
　次に、図2のタイミングチャートにより時刻t0から順に固体撮像装置の駆動方法を説明
する。
【００４４】
　時刻t0において、データを読み出す行の信号pselがHレベルになり、図1に示す一行目の
画素101が選択された状態になる。時刻t1において、画素101に印加する信号presをHレベ
ルにしてFD領域104をリセットレベル（ほぼ電源電圧）にする。時刻t2において、信号pre
sをLレベルにしてFD領域104のリセットを解除する。
【００４５】
　リセットトランジスタ105のソースとドレインの間が電気的に遮断される時に生じるチ
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ャージインジェクションによりFD領域104の電圧がリセットレベルより低下する。従って
、増幅トランジスタ106が出力する信号の電圧が低下し、垂直信号線108の電圧Vlineも低
下する。このとき、コンパレータ110の－端子に入力されるVR1（第一ランプ基準電圧140
）は、リセットレベルよりも低い電圧に設定されていて、コンパレータ110はHレベルの信
号COMPO1の出力を維持する。
【００４６】
　時刻t3において、コンパレータ110の－端子に入力されるVR1の電圧は所定の傾きをもっ
て上昇を開始し、第一のADC用のカウンタ150に対するCLK1（パルス信号152）の供給が開
始される。なお、VR1のランプ開始時刻と、クロックCLK1の供給開始時刻をt3で揃える例
を説明するが、両者の開始時刻をずらせばカウント値にオフセットを与えることが可能に
なる。
【００４７】
　時刻t4において、コンパレータ110の－端子に入力されるVR1の電圧と、垂直信号線108
を介して＋端子に入力される電圧Vlineとの関係が逆転する。そのため、コンパレータ110
が出力する信号COMPO1はHレベルからLレベルに変化する。なお、以下では、HレベルからL
レベルへの変化を「H→L」、LレベルからHレベルへの変化を「L→H」と表記する。
【００４８】
　COMPO1がLレベルになると、ステートマシン129は、信号121を反転（H→L）し、第一のA
DC用のカウンタ150のカウントが停止する。その結果、時刻t3からt4までのカウント結果
が第一のADC用のカウント値として保持される。さらに、信号121の反転（H→L）によって
スイッチ114がオフになり、静電容量116の充電が開始される。このとき静電容量116に蓄
積する電荷の増加（電圧の上昇）の傾きαは次式で表される。
　　　　α = dV/dt = d(Q/C)/dt = I(t)/C1　　　…(2)
　　　　ここで、Iは充電電流、
　　　　　　　　C1は静電容量116のキャパシタンス。
【００４９】
　式(2)において、充電電流Iは定電流であり、時間に関係なく一定I(t)=Iと見做せる。
【００５０】
　時刻t5において、制御パルス141の立ち上がりで信号122が反転（H→L）し、信号123が
反転（L→H）して、スイッチ112がオフ、スイッチ113がオンになり、静電容量116の充電
が停止される。従って、傾きαで上昇した静電容量116の電圧の上昇は停止し、充電停止
時の電圧が保持される（図2に破線で示す）。
【００５１】
　時刻t5は、ステートマシン129が、時刻t4以降に、制御パルス141のHレベルを検知した
タイミングである。このタイミングに関しては、ステートマシン129の説明とともに後述
する。また、時刻t4からt5までの期間Aを「充電期間」と呼ぶ。
【００５２】
　また、時刻t5において、信号123によりスイッチ113がオンになり、電流Iはスイッチ113
を介してグランド電位へ放出される。言い替えれば、スイッチ112と113の切り替えにより
、トランジスタ111から供給される定電流の接続先が静電容量116からグランド電位に変更
される。この動作により、時刻t5以降もトランジスタ111から供給される定電流は遮断さ
れることなく、常に流れ続ける。言い替えれば、スイッチ112と113による切り替え機構に
よって、定電流源の接続先を切り替えるため、静電容量116の充電期間が終了した後も、
定電流源が供給する電流が停止されることはない。その結果、各列における充電期間の終
了前後の電流変動が生じず、トランジスタ111は安定した電流を供給することができる。
【００５３】
　仮に切り替え機構がなく、時刻t5においてスイッチ112がオフし、定電流源が供給する
電流が停止された場合、先に述べた理由より、他の列の電圧増加の傾きαが変化する。傾
きαが変化すれば、第二のADCの変換結果が変動することになり、AD変換誤差が発生する
。
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【００５４】
　このように、本実施例においては、切り替え機構を用いて、静電容量116の充電後、定
電流を放出して、定電流を安定に保つことができる。仮に列の中央において電源電圧の低
下によりトランジスタ111のゲートソース間電圧VGSが変動し、列の中央において、トラン
ジスタ111が供給する電流Iの値が低下したとする。しかし、トランジスタ111が供給する
電流Iの値は、定電容量116の充電期間の終了前後において変動することはない。このため
、電流Iの低下量は一定であり、補正が容易になり、AD変換誤差を低減することができる
。
【００５５】
　時刻t6において、第一のADCによるAD変換が終了し（第一のAD変換結果）、VR1（第一ラ
ンプ基準電圧140）の増加が停止し、カウンタ150に供給されるクロックCLK1も停止する。
時刻t7において、第二のADC用のVR2（第二ランプ基準電圧154）が所定の傾きで上昇を開
始し、第二のADC用のカウンタ151に対するCLK2（パルス信号153）の供給が開始される。
【００５６】
　カウンタ151は、VR2の上昇開始（時刻t7）から、VR2が静電容量116が保持する電圧より
も高くなる（COMPO2がL→Hになる時刻t8）までの期間Bをカウントする（第二のAD変換結
果）。このように、第一のADCによるAD変換の差分値を、第二のADCによるAD変換として行
うことで、AD変換の分解能を上げることが可能になる。
【００５７】
　充電期間（期間A）は、期間Bに対して短く、AD変換としてカウントを計測することが難
しい。これに対して、期間Bは、期間Aよりも長く、AD変換としてカウントを計測すること
容易である。また、CLK2（パルス信号153）の周波数を上げて、第二のADCにおけるAD変換
の分解能を上げてもよい。
【００５８】
　時刻t9において、VR2の上昇が終了し、第二のADCによるAD変換が終了する。このタイミ
ングでCLK2を停止する。同時に、制御パルス142をHレベルにして、ステートマシン129の
状態を初期状態にリセットする。
【００５９】
　時刻t10において、ステートマシン129をリセットする制御パルス142をLレベルにし、信
号ptxをL→Hにする。これにより、PD102で生じた電荷がFD領域104に転送される。FD領域1
04に保持された電荷に基づき、増幅トランジスタ106が出力する信号（以下、光電変換信
号）が垂直信号線108に伝送される。FD領域104に保持された電荷に応じて、垂直信号線10
8の電圧Vlineは低下する。PD102の光電変換は、前回の信号読出期間において信号ptxがH
→Lになった時刻t11から、今回の信号読出期間の時刻t10までの間に行われればよい。
【００６０】
　時刻t11において、信号ptxをH→Lにして、PD102とFD領域104を電気的に遮断する。この
後、PD102で生じた電荷に基づく信号レベルを読み出し、t3～t9と同様に、t12～t18まで
の動作によりAD変換を行う。t12～t18の動作は、前述したt3～t9までの動作と同様であり
、その詳細説明を省略する。
【００６１】
　このようにして、リセットレベルのAD変換と、信号レベルのAD変換を行い、両者の差分
することで相関二重サンプリング(CDS)動作を実現する。この相関二重サンプリング動作
は、例えばノイズレベルの変換（N変換）時にダウンカウント、信号レベルの変換（S変換
）時にアップカウントを行ってもよい。また、上記では、列ごとにカウンタ150、151を用
いる例を示したが、共通のカウンタを用いて、各列でそのカウント値をリセット保持用の
メモリ、信号保持用のメモリに保持し、差分をとる方式を用いてもよい。
【００６２】
　また、垂直信号線108を直接コンパレータ110の＋端子に接続する構成例を示した。しか
し、垂直信号線108とコンパレータ110の間に、列ごとに、ゲインアンプを配置して、ノイ
ズレベルおよび光電変換レベル（信号レベル）を増幅した後、コンパレータ110の＋端子
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に供給してもよい。
【００６３】
　また、コンパレータ118の出力COMPO2をステートマシン129とは別のステートマシンに接
続し、第三の変換部(ADC)を用いることで第三のAD変換を行えば、AD変換の分解能さらに
向上させることができる。つまり、第三のADCは、第二のADCによるAD変換の後、画素信号
から第一および第二のビット長に対応するアナログ信号を減算し、その減算結果のアナロ
グ信号を第三のビット長にAD変換する。
【００６４】
［ステートマシン］
　図3のブロック図によりステートマシン129の構成例を説明する。ステートマシン129は
、バッファ301、インバータ302、フリップフロップ303を有する。
【００６５】
　フリップフロップ303のクロック入力端子には制御パルス141が、非同期リセット端子に
は制御パルス142が、D端子にはコンパレータ110の出力信号120（COMPO1）がそれぞれ入力
される。従って、フリップフロップ303は、信号COMPO1がLレベルになると、制御パルス14
1の立ち上がりに同期してLレベルの信号122を出力する。インバータ302は、信号122を反
転した信号123を出力する。また、バッファ301は、信号COMPO1を信号121として出力する
。信号121は、制御パルス141には同期されない。つまり、制御パルス141は、第一のADCを
構成するステートマシン129の動作クロックとして機能する。
【００６６】
　このように、過度的な電源電圧の変動による電流変動の影響を受け難く、精度が高いAD
変換を実現することができる。
【実施例２】
【００６７】
　以下、本発明にかかる実施例2のADCを有する固体撮像装置およびその駆動方法を説明す
る。なお、実施例2において、実施例1と略同様の構成については、同一符号を付して、そ
の詳細説明を省略する。
【００６８】
　図4のブロック図により実施例2におけるステートマシン129を構成例を説明する。
【００６９】
　実施例2におけるステートマシン129には、フリップフロップ304が追加されている。フ
リップフロップ303は、信号COMPO1がLレベルになり、制御パルス141が立ち上がるとLレベ
ルの信号を出力する。フリップフロップ304は、フリップフロップ303の出力がLレベルに
なり、制御パルス141が立ち上がるとLレベルの信号122を出力する。つまり、信号COMPO1
がLレベルになり、制御パルス141の二回分の立ち上がりを経て、制御信号141に同期したL
レベルの信号122とHレベルの信号123が出力される。
【００７０】
　図5のタイミングチャートにより実施例2の固体撮像装置の駆動方法を説明する。
【００７１】
　静電容量116の充電期間（期間A）は、信号121が立ち下り、信号122が立ち下がるまでの
期間である。実施例2において期間Aは、制御パルス141の周期に換算すると、最小でも一
周期より長く、最大で二周期を僅かに超える期間になる。
【００７２】
　充電期間は、スイッチ114のオフにより開始されるが、スイッチ114のオフ直後は信号12
1がH→Lになったことによる電圧変動の影響などを受けて、トランジスタ111が供給する電
流がばらつく可能性がある。しかし、制御パルス141の一周期の間に当該電流が安定すれ
ば第二のADCにおけるAD変換誤差にはならない。仮に、制御パルス141の一周期の間に当該
電流が安定しない場合、ステートマシン129にフリップフロップをもう一つ追加して、期
間Aを制御パルス141の二周期以上にすればよい。
【００７３】
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　このように、静電容量116の充電期間の最小値を所定期間以上に制御して、充電開始時
のトランジスタ111が供給する電流の変動が安定するまで充電期間を伸ばすことで、変動
期間分をオフセット分として除去することができる。それにより、AD変換精度が向上する
。
【００７４】
　また、静電容量116の充電期間の最小を制御パルス141の一周期以上にすることで、約一
周期分のオフセット充電量が発生し、これは第二のADCのAD変換結果のオフセットになる
。しかし、このオフセット充電量は、リセットレベルのAD変換においても、信号レベルの
ADの変換においても、同様に、オフセット充電量であり、前述したCDS動作により削除す
ることができる。
【実施例３】
【００７５】
　以下、本発明にかかる実施例3のADCを有する固体撮像装置およびその駆動方法を説明す
る。なお、実施例3において、実施例1、2と略同様の構成については、同一符号を付して
、その詳細説明を省略する。
【００７６】
　図6のブロック図により実施例3のADCを有する固体撮像装置の回路構成例を説明する。
実施例3の構成は、図1の構成に加えて、ゲートに制御パルス124が入力され、ドレインが
スイッチ113のソースに、ソースがグランド電位にそれぞれ電気的に接続されたスイッチ1
15を有する。さらに、スイッチ115とスイッチ113の接続点とグランド電位の間に電気的に
接続された静電容量117を有する。なお、制御パルス124は、図示しないタイミングジェネ
レータによって生成される。
【００７７】
　つまり、実施例3の切り替え機構は、スイッチのオンオフによって、トランジスタ111が
供給する電流の供給先を、静電容量116（第一の静電容量）と静電容量1117（第二の静電
容量）の間で切り替える。
【００７８】
　また、コンパレータ118の＋端子は、実施例1におけるVR2（第二ランプ基準電圧154）の
代わりに、スイッチ115と静電容量117の接続点に電気的に接続される。
【００７９】
　図7のタイミングチャートにより実施例3の固体撮像装置の駆動方法を説明する。
【００８０】
　時刻t0～t4の期間は、実施例1と同じ動作であり、その詳細説明を省略する。
【００８１】
　時刻t5において、制御パルス141の立ち上がりで信号122が反転（H→L）し、信号123が
反転（L→H）して、スイッチ112がオフ、スイッチ113がオンになり、静電容量116の充電
が停止される。従って、傾きαで上昇した静電容量116の電圧Vc1の上昇は停止し、充電停
止時の電圧Vc1が保持される（図7の破線のVcとして示す）。
【００８２】
　なお、時刻t5は、ステートマシン129が、時刻t4以降に、制御パルス141のHレベルを検
知したタイミングであるが、このタイミングの詳細は実施例1で説明したとおりである。
また、時刻t4からt5までの期間Aを「第一の充電期間」と呼ぶ。
【００８３】
　また、時刻t5において、実施例3においては、信号123によりスイッチ113がオンになる
。つまり、実施例3の切り替え機構により、トランジスタ111が供給する電流の供給先が第
一の容量側から第二の容量側へ変更される。ただし、この時点では、制御パルス124がHレ
ベルのため、スイッチ115はオンであり、電流Iによって第二の静電容量は充電されること
なく、スイッチ115を介してグランド電位に放出される。つまり、電流Iは、二つのスイッ
チ113と115を介してグランド電位に放出される。この動作により、時刻t5以降もトランジ
スタ111から供給される定電流は遮断されることなく、常に流れ続ける。言い替えれば、
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スイッチ112、113、115による切り替え機構によって、定電流源の接続先を切り替えるた
め、第一の静電容量の充電期間が終了した後も、定電流源が供給する電流が停止されるこ
とはない。その結果、各列における充電期間の終了前後の電流変動が生じず、トランジス
タ111は安定した電流を供給することができる。
【００８４】
　時刻t6において、第一のADCによるAD変換が終了し（第一のAD変換結果）、VR1（第一ラ
ンプ基準電圧140）の増加が停止し、カウンタ150に供給されるクロックCLK1も停止する。
【００８５】
　時刻t7において、制御パルス124がL→Hに変化してスイッチ115がオフになり、第二の静
電容量の充電が開始される（図7に実線のVcとして示す）。なお、第二の静電容量の充電
により、画素の列ごとに独立したランプ基準電圧VR2が生成される。第一の静電容量116の
電圧上昇の傾きαと、第二の静電容量117の電圧上昇の傾きβの間には次の関係が成り立
つ。
　　　　β = I(t)/C2 = C1・α/C2 = α・C1/C2　　　…(3)
　　　　ここで、C1は第一の静電容量116のキャパシタンス、
　　　　　　　　C2は第二の静電容量117のキャパシタンス。
【００８６】
　例えば、キャパシタンスの比C1：C2が1：4だとすると、第一の充電期間（期間A）に対
する第二の充電期間（t7～t8の期間B）の関係は次式で表される。
　　　　A：B = C1：C2 = 1：4　　　…(4)
【００８７】
　つまり、この例では、第二の充電期間は、第一の充電期間の四倍になる。従って、第二
の充電期間のカウントを第二のADCのAD変換として計測することで第二のAD変換として2ビ
ットのAD変換を行うことができる。一方、第一の充電期間は、第二の充電期間に対して短
く、AD変換としてカウントを計測することが難しい。
【００８８】
　勿論、第一の静電容量C1と第二の静電容量C2のキャパシタンス比を1：8や1：16などに
変更して、第二の充電期間をさらに長くすることもできる。そうすれば、より精度が高い
第二のADCによるAD変換が可能になり、第二のADCのビット数を上げることができる。
【００８９】
　時刻t9以降の動作は、実施例1と同様であり、詳細説明を省略する。
【００９０】
　実施例3において、第二のADCのAD変換精度は、キャパシタンス比C1：C2によって決定す
る。これは、前述した式(2)(3)における傾きαとβの関係から明らかであり、トランジス
タ111が供給する電流Iに依存しない。従って、AD変換精度は電流変動の影響を受け難く。
このため、電流Iのばらつきを同じ電流Iでキャンセルすることができ、より精度の高いAD
変換を行うことが可能になる。
【００９１】
　一般に、半導体の製造においては、トランジスタのIdのばらつきよりも、静電容量の相
対精度の方がばらつきを小さくすることができる。この点を考慮しても精度の高いAD変換
が可能になる。さらに、静電容量の相対精度は、一般に、トランジスタのIdばらつきより
も電源電圧や温度に関する変動が小さく、動作条件の違いによる変動が小さいAD変換が可
能になる。
【００９２】
［変形例］
　図6に示す構成に、図4に示す構成のステートマシン129を適用することが可能である。
図8のタイミングチャートにより変形例の固体撮像装置の駆動方法を説明する。
【００９３】
　このような構成によれば、実施例2と同様に、第一の静電容量の第一の充電期間（期間A
）は、信号121が立ち下り、信号122が立ち下がるまでの期間である。従って、第一の充電
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期間は、制御パルス141の周期に換算すると、最小でも一周期より長く、最大で二周期を
僅かに超える期間になる。
【００９４】
　つまり、第二の静電容量を用いる方式においても、第一の充電期間の最小値を所定期間
以上に制御して、充電開始時のトランジスタ111が供給する電流の変動が安定するまで充
電期間を伸ばすことで、変動期間分をオフセット分として除去することができる。それに
より、AD変換精度が向上する。
【実施例４】
【００９５】
　以下、本発明にかかる実施例4のADCを有する固体撮像装置およびその駆動方法を説明す
る。なお、実施例4において、実施例1-3と略同様の構成については、同一符号を付して、
その詳細説明を省略する。
【００９６】
　図9のブロック図により実施例4のADCを有する固体撮像装置の回路構成例を説明する。
実施例4の構成は、図6の構成に加えて、トランジスタ111が供給する電流を切り替える構
成（電流の制御部）を有する。
【００９７】
　トランジスタ401は、ドレインとゲートが定電流源402に、ソースが電源電圧にそれぞれ
電気的に接続されている。制御パルス410がゲートに印加されるスイッチ403は、制御パル
ス410がLレベルの場合にソースとドレインの間が導通（オン）する。スイッチ403がオン
状態において、トランジスタ401とトランジスタ136は一つのトランジスタと見做すことが
できる。また、スイッチ403がオフ状態において、トランジスタ401は、トランジスタ136
とトランジスタ111が構成する回路から切り離される。
【００９８】
　トランジスタ404は、ドレインとゲートが定電流源405に、ソースが電源電圧にそれぞれ
電気的に接続されている。制御パルス411がゲートに印加されるスイッチ406は、制御パル
ス411がLレベルの場合にソースとドレインの間が導通（オン）する。スイッチ406がオン
状態において、トランジスタ404とトランジスタ401は一つのトランジスタと見做すことが
できる。また、スイッチ403がオフ状態において、トランジスタ404は、トランジスタ401
が構成する回路から切り離される。なお、制御パルス410、411は、図示しないタイミング
発生器により発生される。
【００９９】
　例えば、トランジスタ401とトランジスタ136のサイズ比を3：1、定電流源402と定電流
源137の電流比を3：1とする。さらに、スイッチ403がオンのときにカレントミラーを形成
する回路に流れる電流をI2、スイッチ403がオフのときに流れる電流をI1とする。この場
合の電流値の比は下式で表される。
　　　　I1：I2 = 1：4　　　…(5)
【０１００】
　例えば、トランジスタ404とトランジスタ136のサイズ比を4：1、定電流源405と定電流
源137の電流比を4：1とする。さらに、スイッチ403とスイッチ406がオンのときにカレン
トミラーを形成する回路に流れる電流をI3、スイッチ403とスイッチ406がオフのときに流
れる電流をI1とする。この場合の電流値の比は下式で表される。
　　　　I1：I3 = 1：8　　　…(6)
【０１０１】
　つまり、スイッチ403のオンオフ、さらにスイッチ406のオンオフによりトランジスタ11
1が供給する電流を制御して所定の電流値の比率を有するI1、I2またはI3に切り替えるこ
とができる。
【０１０２】
　図10のタイミングチャートにより実施例4の固体撮像装置の駆動方法を説明する。
【０１０３】
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　時刻t0からt20において、制御パルス411はHレベル（スイッチ406がオフ）、制御パルス
410はLレベル（スイッチ403がオン）であり、トランジスタ111が供給する電流はI2である
。第一のADCによるAD変換が終了した後の時刻t20において制御パルス410をL→Hにすると
、トランジスタ111が供給する電流はI1になり、上記の比率に従えばトランジスタ111が供
給する電流は1/4に減少する。第一の充電期間（期間A）における電圧の上昇率αと、第二
の充電期間（期間B）における電圧の上昇率βの関係は下式で示される。
　　　　α = dVc1/dt = d(Q/C)/dt = I2(t)/C1
　　　　β = I1(t)/C2 = I2(t)/4C2 = αC1/4C2
　　　　ここで、C1：C2=1：1とすると、
　　　　β = α/4　　　　　　　　　　　　　　…(7)
　　　　ここで、C1は第一の静電容量116のキャパシタンス、
　　　　　　　　C2は第二の静電容量117のキャパシタンス。
【０１０４】
　さらに、図10に破線で示すように、時刻t0からt20の期間における制御パルス411をLレ
ベルにすると、時刻t0からt20において、トランジスタ111が供給する電流はI3になる。そ
して、時刻t20において制御パルス411もL→Hにすると、トランジスタ111が供給する電流
はI1になり、上記の比率に従えばトランジスタ111が供給する電流は1/8に減少する。この
場合のαとβの関係は下式で表される。
　　　　β = α/8　　　…(8)
　　　　ただし、C1：C2=1：1。
【０１０５】
　つまり、トランジスタ111が供給する電流を制御することにより、第一の充電期間に比
べて第二の充電期間の長さを所定倍（上記では四または八倍）に制御することができる。
例えば、撮影モードに応じてトランジスタ111が供給する電流を制御して、AD変換精度を
変更することが可能になる。
【０１０６】
　実施例1と同様に、第二の充電期間のカウントを第二のADCによるAD変換として計測する
ことにより、第二のADCによるAD変換として2ビットのAD変換を行うことができる。第二の
充電期間は第一の充電期間よりも長いため、AD変換としてカウントすることが可能になる
。
【０１０７】
　また、実施例4によれば、第二のADCのAD変換精度は電流比I1：I2（またはI1：I3）で決
定する。そして電流比を生成する回路は列回路ではなく、先述した配線抵抗による電源電
圧の低下の影響を受け難い。従って、ゲートソース間電圧VGSを一定に保つことが容易で
安定した電流比が得られる。また、過度的な電源電圧の変動による電流ばらつきに関して
も、第一の充電期間と第二の充電期間の切り替えタイミングt20のみの発生に限られる。
【０１０８】
　このように、電流ばらつきの影響を受け難い第二のADCによるAD変換を行うことができ
る上、解像度の必要性に応じて第二のADCによるAD変換の分解能を切り替えることができ
る。
【０１０９】
　なお、実施例3では静電容量の比、実施例4では電流比によって、第一の充電期間と第二
の充電期間の比を設定する例を示したが、これらを組み合わせて、充電期間の比を制御し
ても構わない。
【０１１０】
　なお、トランジスタ136に対して、電流切替用のトランジスタ401と404を配置する例を
示したが、電流切替用のトランジスタは列ごとに設けてもよい。これは、時刻t5において
電流の供給先を切り替るときは電流変動が抑制されており、時刻t20で電流の供給先を切
り替えるときは電源電圧の変動が生じるが、全列同時の動作のため、列ごとのばらつきに
はらなないからである。
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【０１１１】
　また、図10には、時刻t10において、制御パルス410をH→Lにする例を示したが、このタ
イミングはこの限りではない。リセットレベルの変換が終了し、光電変換レベルの変換が
開始されるまでの期間、つまり時刻t9～t12の間であれば何時でも構わない。

【図１】 【図２】
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